
船舶事故調査報告書 
 

 

   船 種 船 名 貨物船 NSS BONANZA 

   ＩＭＯ番号 ９１４６７２８ 

   総 ト ン 数 ８５,９０２トン 

 

   船 種 船 名 警戒船 熊野丸 

   船 舶 番 号 １３１６３６ 

   総 ト ン 数 １４７トン 

 

   事 故 種 類 衝突 

   発 生 日 時 平成２３年７月１日 ０２時５８分ごろ 

   発 生 場 所 広島県呉市呉港呉区沖 

          呉市所在の音戸灯台から真方位３３３°１.１海里付近 

          （概位 北緯３４°１２.９′ 東経１３２°３１.６′） 

 

 

                       平成２４年１０月１１日 

                 運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                    委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                    委   員  庄 司 邦 昭 

                    委   員  根 本 美 奈 

 

 

要 旨 
 

＜概要＞ 

 貨物船 N S S
エヌエスエス

 BONANZA
ボ ナ ン ザ

は、船長及び二等航海士ほか２３人が乗り組み、音戸灯台北

北西方沖で錨泊中、警戒船熊野
く ま の

丸は、船長及び甲板長ほか４人が乗り組み、音戸灯台

北北西方沖を北進中、平成２３年７月１日０２時５８分ごろ両船が衝突した。 

 NSS BONANZAは、左舷中央部に擦過傷を生じ、熊野丸は、左舷船首部に曲損を生じ

たが、両船に死傷者はいなかった。 

 

 



＜原因＞ 

 本事故は、夜間、音戸灯台北北西方沖において、NSS BONANZAが錨泊中、熊野丸が

北進中、操船中の熊野丸甲板長が居眠りに陥ったため、熊野丸が北進を続け、両船が

衝突したことにより発生したものと考えられる。 

 熊野丸甲板長が居眠りに陥ったのは、海上が穏やかな状況で視界も良かったことに

より緊張感が薄れたこと、睡眠不足で眠気を催していたこと、また、背もたれ付きの

椅子に腰を掛けて操船に当たり、外気に当たったり、立って操船に当たったりするな

どして居眠りを防止する動作をとらなかったことによる可能性があると考えられる。 
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１ 船舶事故調査の経過 
 

１.１ 船舶事故の概要 

 貨物船 N S S
エヌエスエス

 BONANZA
ボ ナ ン ザ

は、船長及び二等航海士ほか２３人が乗り組み、音戸灯台北

北西方沖で錨泊中、警戒船熊野
く ま の

丸は、船長及び甲板長ほか４人が乗り組み、音戸灯台

北北西方沖を北進中、平成２３年７月１日０２時５８分ごろ両船が衝突した。 

 NSS BONANZAは、左舷中央部に擦過傷を生じ、熊野丸は、左舷船首部に曲損を生じ

たが、両船に死傷者はいなかった。 

 

１.２ 船舶事故調査の概要 

 1.2.1 調査組織 

  運輸安全委員会は、平成２３年７月１日、本事故の調査を担当する主管調査官

（広島事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 

 1.2.2 調査の実施時期 

  平成２３年７月６日 回答書受領 

  平成２３年８月２３日、３１日 口述聴取 

  平成２３年９月６日 現場調査 

  平成２３年９月９日 現場調査、口述聴取及び回答書受領 

  平成２３年１０月１１日、１７日 口述聴取及び回答書受領 

 

 1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

  原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 
 

２.１ 事故の経過 

 本事故が発生するまでの経過は、NSS BONANZA（以下「Ａ船」という。）の船長（以

下「船長Ａ」という。）の回答書並びに熊野丸（以下「Ｂ船」という。）の船長（以下

「船長Ｂ」という。）、一等航海士（以下「航海士Ｂ」という。）及び甲板長（以下

「甲板長Ｂ」という。）の口述によれば、次のとおりであった。 

  (1) Ａ船 

    Ａ船は、船長Ａ（スリランカ民主社会主義共和国籍）及び二等航海士（以下

「航海士Ａ」という。）ほか２３人（インド国籍７人、ベトナム社会主義共和
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国籍１７人）が乗り組み、所定の灯火を表示し、平成２３年６月２６日０６

時４２分ごろ呉港呉区外の音戸灯台から３３３°(真方位、以下同じ。）１.１

海里（Ｍ）付近で左舷側から錨鎖６節を繰り出して錨泊を開始した。 

Ａ船は、４時間交代３直制の船橋当直体制であり、航海士Ａが、７月１日 

００時から単独の停泊当直に就いた。 

航海士Ａは、Ａ船の左舷方において、潮流の影響でＡ船に接近しては自力で

遠ざかることを繰り返すＢ船を視認し、Ｂ船が、特別な業務に従事している船

舶であり、Ａ船の付近に近づくことがあると思っていたが、Ｂ船がこれまでよ

りも更にＡ船に接近してきたので、Ｂ船に対して注意喚起のため、発光信号を

行ったが、Ｂ船からの応答はなかった。 

Ａ船は、０２時５８分ごろ、船首を南南西方に向けて錨泊中、Ａ船の左舷中

央部とＢ船の左舷船首部とが衝突した。 

船長Ａは、自室で休息中であったが、衝突の衝撃で目が覚め、船橋に向かう

途中で航海士Ａと会い、本事故の情報を聞き、航海士Ａと共に船橋に赴き、外

板及び船底からの浸水、海洋汚染などがないことを確認した後、海上保安庁に

本事故の通報を行った。 

  (2) Ｂ船 

Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板長Ｂほか４人が乗り組み、音戸瀬戸において行われ

ている一般国道４８７号（警固屋
け ご や

音戸
お ん ど

バイパス）橋梁整備工事に伴う海上工事

について、音戸瀬戸を南進する船舶を探索し、その動向を‘第２音戸大橋海上

安全管理室’（以下「本件管理室」という。）へ連絡するとともに、ＶＨＦの

ない船舶については近づいて注意喚起などを行う警戒業務（以下「本件警戒業

務」という。）を行うため、航海灯の他に船橋上に青色の回転灯及び緑色のせ

ん光灯を表示し、船橋周囲に赤色の点滅するネオンチューブを取り付けるとと

もに、警戒旗及び横断幕を掲げ、音戸灯台北方沖に設けられた警戒区域（以下

「本件警戒区域」という。）付近を航行していた。 

Ｂ船の航海当直は、００時～０６時、０６時～０９時、０９時～１２時、 

１２時～１８時及び１８時～２４時の５直制であり、１直の編成は、船橋当直

者１人、機関当直者１人及び‘本件警戒業務に従事する要員’（以下「専従警

戒要員」という。）１人の３人であった。 

航海士Ｂ及び甲板長Ｂは、６月３０日２３時２５分ごろから、船橋において、

航海士Ｂが見張り及び操船を行い、甲板長Ｂが専従警戒要員として見張りを行

いながら当直に当たった。 

航海士Ｂは、翌７月１日０２時３０分ごろ、音戸灯台から３１１°１,１００

ｍ付近において、レーダーや目視で周囲を確認したところ、通航する船舶がな
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く風もなかったので、甲板長Ｂに対して「書類を書くからちょっと代わって」

と伝え、甲板長Ｂと操船を交代し、操舵室内の左舷後方にある海図台で作業日

報、無線日誌、社内出入港書類及び日常点検簿（以下「本件日報等」という。）

の記入を始めた。 

甲板長Ｂは、以前にも航海士Ｂと操船を交代したことがあり、自分に操船の

経験があるから言われていると思っていたが、他の乗組員と操船を交代したこ

とはなく、また、船長Ｂは、乗組員に対し、航海当直中に本件日報等の記入を

行うことを指示していなかった。 

甲板長Ｂは、眠気を催していたが、操舵輪の前に置かれた背もたれ付きの椅

子に腰を掛け、見張り及び操船に当たった。 

甲板長Ｂは、０２時５３分ごろ、ＧＰＳプロッター画面上に表示されたＢ船

の位置が、本件警戒区域よりも西方に２００ｍ程外れていたので、北進した後

に右転して本件警戒区域内に戻るつもりで、機関を微速力前進として航行中、

Ｂ船の左舷船首部とＡ船の左舷中央部とが衝突した。 

甲板長Ｂは、機関を微速力前進として北進したことについて覚えていたもの

の、衝撃で目が覚め、自室で休息していた船長Ｂは、衝撃に気付いて急いで昇

橋し、Ａ船と衝突したことを知り、航海士Ｂに本件管理室に本事故の通報を指

示した。海上保安庁には本件管理室から本事故の通報が行われた。 

船長Ｂは、損傷や浸水がないことを確認した。 

 

 本事故の発生日時は、平成２３年７月１日０２時５８分ごろで、発生場所は、音戸

灯台から３３３°１.１Ｍ付近であった。 

（付図１ 推定航行経路図 参照） 

 

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 

 両船とも死傷者はいなかった。 

 

２.３ 船舶の損傷に関する情報 

 船長Ａの回答書及び船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

  (1) Ａ船 

    左舷中央部に擦過傷を生じた。 

   （写真１ Ａ船の損傷状況（左舷中央部） 参照） 

  (2) Ｂ船 

    左舷船首部の防舷材に曲損を生じた。 

   （写真２ Ｂ船 参照） 
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２.４ 乗組員に関する情報 

  (1) 性別、年齢、海技免状等 

   ① 船長Ａ 男性 ４２歳 

      締約国資格受有者承認証 船長（パナマ共和国発給） 

       交付年月日 ２０１１年６月１８日 

             （２０１４年９月３日まで有効） 

   ② 船長Ｂ 男性 ６２歳 

      五級海技士（航海） 

       免 許 年 月 日 昭和５９年４月６日 

       免 状 交 付 年 月 日 平成２１年１月８日 

       免状有効期間満了日 平成２６年４月５日 

   ③ 航海士Ｂ 男性 ４６歳 

      六級海技士（航海） 

       免 許 年 月 日 平成１７年１０月１７日 

       免 状 交 付 年 月 日 平成２２年９月２７日 

       免状有効期間満了日 平成２７年１０月１６日 

   ④ 甲板長Ｂ 男性 ６９歳 

      五級海技士（航海） 

       免 許 年 月 日 昭和３８年１２月６日 

       免 状 交 付 年 月 日 平成２３年２月２４日 

       免状有効期間満了日 平成２８年８月１９日 

  (2) 主な乗船履歴等 

   ① 船長Ａ 

     船長Ａの回答書によれば、２００９年４月～２０１０年１２月の間に２～

３回程、荷役のために呉市三ツ子
み つ ご

島に入港したことはあったが、Ａ船での呉

港付近への入港は初めてであった。 

   ② 船長Ｂ 

     船長Ｂの口述によれば、学校を卒業後、漁船、ガット船∗1及び引船に乗り

組み、漁船の船長を経験し、平成４年ごろガット船の航海士になった。同年

に新日本海事株式会社（以下「Ｂ１社」という。）へ入社し、引船の甲板員、

Ｂ船の航海士、船長として乗り組み、本件警戒業務の経験も数多くあった。 

   ③ 航海士Ｂ 

     航海士Ｂの口述によれば、学校を卒業後、外国船の機関士、運航士として

                         
∗1  「ガット船」とは、石や砂を運搬し、クレーン等の揚貨装置を装備している船舶のことをいう。 
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乗り組み、陸上勤務を経て、３９歳のときにＢ１社へ入社し、Ｂ船の甲板員

となった。４１歳のときに海技免許を取得してＢ船の航海士となり、船長Ｂ

が休暇下船中はＢ船の船長として乗り組むこともあり、本件警戒業務の経験

も数多くあった。 

   ④ 甲板長Ｂ 

     甲板長Ｂの口述によれば、学校を卒業後、内航貨物船の甲板員として乗り

組み、昭和３８年に海技免許を取得し、内航貨物船の船主船長となり、平成

１４年ごろからフェリーの船長となった。平成２２年１月、Ｂ１社に入社し、

Ｂ船の甲板長として乗り組んだ。また、航海士Ｂが休暇下船中は一等航海士

として乗り組むこともあり、本件警戒業務の経験もあった。 

  (3) 健康状態 

   ① 船長Ｂ 

     船長Ｂの口述によれば、本事故当時、健康状態は良好であり、視力は矯正

で右が１.０、左が０.６、アルコール類の摂取はしていなかった。 

   ② 航海士Ｂ 

     航海士Ｂの口述によれば、本事故当時、健康状態は良好であり、視力は裸

眼で右が０.８、左が０.５、アルコール類の摂取はしていなかった。 

   ③ 甲板長Ｂ 

     甲板長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

    ａ 本事故当時、健康状態は悪く、視力は裸眼で右が０.８、左が０.６、ア

ルコール類の摂取はしていなかった。 

    ｂ ６月３０日１２時ごろから胃が痛みだして１６時ごろから痛みがひどく

なり、夕食をとることもできず、１７時１０分ごろ航海当直を終えた後も

痛みが続き、１７時３０分ごろ胃薬を服用して自室のベッドに横になった

ものの、胃が痛く、なかなか眠れなかったがいつしか寝入った。 

    ｃ ７月１日００時～０６時の航海当直に当たることとなっていたが、昇橋

予定時刻の６月３０日２３時１０分を過ぎても昇橋できず、２３時２０分

ごろ、同じ時間帯に船橋当直に当たることとなっていた航海士Ｂに起こさ

れ、胃の痛みを感じていたものの、航海士Ｂにはそのことを伝えずに我慢

をして昇橋した。 

    ｄ ２３時２５分ごろ航海当直に就いたが、胃痛は治まらず、睡眠不足を感

じていた。 
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２.５ 船舶等に関する情報 

 2.5.1 船舶の主要目 

   (1) Ａ船 

     ＩＭＯ番号  ９１４６７２８ 

     船  籍  港  パナマ共和国 

     船舶所有者  HOSEI SHIPPING SA（インド） 

     船舶管理会社  BERNHARD SCHULTE SHIPMANAGEMENT PVT LTD（インド） 

     船    級  一般財団法人日本海事協会 

     総 ト ン 数  ８５,９０２トン 

     Ｌ ×Ｂ ×Ｄ  ２８８.９３ｍ×４７.００ｍ×２３.００ｍ 

     船    質  鋼 

     機    関  ディーゼル機関１基 

     出    力  １４,８５７kＷ 

     進水年月日  １９９６年２月２９日 

   (2) Ｂ船 

     船 舶 番 号  １３１６３６ 

     船 籍 港  大阪府大阪市 

     船舶所有者  Ｂ１社、深田サルベージ建設株式会社（以下「Ｂ２社」

という。） 

     総 ト ン 数  １４７トン 

     Ｌ r×Ｂ×Ｄ  ３０.６０ｍ×８.６０ｍ×３.６９ｍ 

     船    質  鋼 

     機    関  ディーゼル機関２基 

     出    力  ４７８kＷ／基 合計９５６kＷ 

     推 進 器  ４翼一体型プロペラ２個 

     進水年月日  平成元年１０月２日 

 

 2.5.2 積載状態 

   (1) Ａ船 

     船長Ａの回答書によれば、鉄鉱石１６８,５８８ｔを積載し、喫水は、船

首及び船尾共に約１７.２ｍであった。 

   (2) Ｂ船 

     航海士Ｂの口述によれば、喫水は、船首約２.２ｍ、船尾約３.７ｍであっ

た。 
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 2.5.3 船舶に関するその他の情報 

   (1) Ａ船 

船長Ａの回答書によれば、本事故当時、１.５Ｍレンジに設定したレー 

ダーを使用中であった。 

   (2) Ｂ船 

     航海士Ｂ及び甲板長Ｂの口述によれば、本事故当時、１.５Ｍレンジに設

定したレーダー、ＧＰＳプロッターを使用中であり、船体、機関及び機器類

に不具合又は故障はなかった。 

     居眠り防止装置は、なかった。 

 

２.６ Ｂ船の業務及び休暇に関する情報 

 航海士Ｂ、甲板長Ｂ、Ｂ１社担当者及び深田サルベージ建設株式会社中国支社（以

下「Ｂ３社」という。）担当者の口述によれば、Ｂ船の業務体制は、７２時間乗り組

んで４８時間休暇を取ることとなっており、航海当直は、乗り組んだ当日が０９時～

１２時及び１８時～２４時、２日目が０６時～１２時及び１８時～２４時、３日目が

０６時～０９時及び１２時～１８時、４日目が００時～０６時であり、約５０分前に

昇橋して前直者との引き継ぎを行うこととしていた。業務終了日の０９時ごろ下船し

て休暇に入っていた。 

 

２.７ 注意喚起信号に関する情報 

  (1) Ａ船 

    船長Ａの回答書によれば、航海士Ａは、Ｂ船との衝突前にＢ船に対して発光

信号を行った。 

  (2) Ｂ船 

    航海士Ｂ及び甲板長Ｂの口述によれば、Ｂ船は、汽笛を吹鳴しておらず、両

舷の扉を開けていたが、Ａ船からの汽笛信号は聞かなかった。 

 

２.８ 気象及び海象に関する情報 

 2.8.1 気象観測値及び潮汐 

   (1) 本事故発生場所の北東約１.９Ｍに位置する呉特別地域気象観測所による

７月１日０３時００分の観測値は、次のとおりであった。 

     天気 曇り、風向 南東、風速 １.１m/s、気温 ２４.１℃ 

   (2) 海上保安庁刊行の潮汐表によれば、呉港における本事故当時の潮汐は、下

げ潮の末期であり、潮流は北流であった。 
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 2.8.2 乗組員の観測 

  船長Ａ、航海士Ｂ及び甲板長Ｂの口述によれば、本事故当時、本事故発生場所付

近における気象及び海象は、次のとおりであった。 

  天気 にわか雨、風向 東、風速 約３m/s、視界 良好、波 なし 

 

２.９ 事故水域に関する情報 

 海上保安庁発行の瀬戸内海水路誌によれば、次のとおりであった。 

 音戸瀬戸は、倉橋島北部と本州陸岸（呉市南側の半島）との間にある水道であり、

安芸灘東部と広島湾との間を航行する小型船の常用航路である。最狭部の可航幅（水

深５ｍ以上）は約６０ｍにすぎない。水路の見通しは悪く、潮流も強い。高速船及び

カーフェリーが頻繁に行き交い、水路を横切る渡船もある。通航船舶は、ほとんどが

５００トン未満である。 

 音戸瀬戸の最狭部に音戸大橋（高さ約２３ｍ）があり、同橋は朱塗で橋下の航路幅

約６０ｍである。 

（写真３ 音戸大橋及び第２音戸大橋 参照） 

 

２.１０ 胃薬の効能に関する情報 

 製薬会社の胃薬に関する説明書及び同社担当者の口述によれば、甲板長Ｂが服用し

た胃薬の効能は、衰えた胃腸の働きを活発にする作用があり、胃のもたれ、胃部不快

感、胃炎等の症状を改善し、また、胃腸の筋肉の異常な緊張を和らげる作用があり、

胃痛や腹痛等を鎮める。当該胃薬には眠気を催す成分は含まれていない。 

 

 

３ 分 析 
 

３.１ 事故発生の状況 

 3.1.1 事故発生に至る経過 

  ２.１から、次のとおりであったものと考えられる。 

   (1) Ａ船 

    ① Ａ船は、６月２６日０６時４２分ごろ音戸灯台北北西方沖で錨泊を開始

し、７月１日００時から航海士Ａが単独の停泊当直に就いた。 

    ② Ａ船は、船首を南南西方に向けて錨泊中、Ｂ船が接近してきたので、Ｂ

船に対して航海士Ａが発光信号を行ったが、０２時５８分ごろＢ船と衝突

した。 

   (2) Ｂ船 
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    ① Ｂ船は、６月３０日２３時２５分ごろ、航海士Ｂが見張り及び操船を行

い、甲板長Ｂが専従警戒要員として見張りを行いながらそれぞれ航海当直

に当たった。 

    ② Ｂ船は、７月１日０２時３０分ごろ、音戸灯台から３１１°１,１００

ｍ付近において、航海士Ｂが本件日報等の記入をするため、見張り及び操

船を航海士Ｂから甲板長Ｂに交代した。 

    ③ 甲板長Ｂは、眠気を催していたが、背もたれ付きの椅子に腰を掛け、見

張り及び操船に当たり、０２時５３分ごろ、音戸灯台から３１３°   

１,２５０ｍ付近において、本件警戒区域よりも西方に２００ｍ程外れて

いたので、北進後に右転して本件警戒区域内に戻るつもりで機関を微速力

前進として航行中、居眠りに陥り、Ｂ船が北進を続け、Ａ船と衝突した。 

 

 3.1.2 衝突の状況 

  ２.１及び２.３から、Ａ船の左舷中央部とＢ船の左舷船首部とが衝突したものと

考えられる。 

 

 3.1.3 事故発生日時及び場所 

  ２.１及び3.1.1から、本事故の発生日時は、平成２３年７月１日０２時５８分ご

ろで、発生場所は、音戸灯台から３３３°１.１Ｍ付近であったものと考えられる。 

 

３.２ 事故要因の解析 

 3.2.1 乗組員及び船舶の状況 

   (1) 乗組員 

     ２.４(1)から、船長Ａ、船長Ｂ、航海士Ｂ及び甲板長Ｂは、適法で有効な

海技免状を有していた。 

   (2) 船舶 

     2.5.3(2)から、Ｂ船は、船体、機関及び機器類に不具合又は故障はなかっ

たものと考えられる。 

 

 3.2.2 灯火等の表示状況 

  ２.１から、次のとおりであったものと考えられる。 

   (1) Ａ船 

     Ａ船は、所定の灯火を表示していた。 

   (2) Ｂ船 

     Ｂ船は、航海灯、青色の回転灯及び緑色のせん光灯を表示し、船橋周囲に
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赤色の点滅するネオンチューブを取り付けるとともに、警戒旗及び横断幕を

掲げていた。 

 

 3.2.3 操船及び居眠りに陥った状況 

  ２.１、及び２.８から、次のとおりであった。 

   (1) 甲板長Ｂは、航海士Ｂと交代して操船を行っていたが、Ｂ船が、音戸灯台

から３１３°１,２５０ｍ付近に位置し、本件警戒区域よりも西方に２００

ｍ程外れていたことから、北進後に右転して本件警戒区域内に戻るつもりで

機関を微速力前進として航行したものと考えられる。 

   (2) 甲板長Ｂは、機関を微速力前進として北進したことまでは覚えていたもの

の、Ａ船に衝突した衝撃で目が覚めていることから、操船中に居眠りに陥っ

たものと考えられる。 

   (3) 甲板長Ｂは、周囲に通航する船舶がなく風もない穏やかな状況で視界も良

かったことにより緊張感が薄れたこと、睡眠不足で眠気を催していたこと、

また、背もたれ付きの椅子に腰を掛けて操船に当たり、外気に当たったり 

立って操船に当たったりするなどして居眠りを防止する動作をとらなかった

ことから、機関を微速力前進とした後、居眠りに陥った可能性があると考え

られる。 

 

 3.2.4 胃薬を服用と居眠りに陥ったことに関する解析 

  ２.４(3)③及び２.１０から、甲板長Ｂは、航海当直に当たる約６時間前に胃薬

を服用しているが、胃薬の成分には、眠気を催す成分は含まれていないことから、

胃薬を服用したことが居眠りに陥ったことに関与していないものと考えられる。 

 

 3.2.5 気象及び海象に関する解析 

  ２.８から、天気にわか雨、風向東～南東、風力１、視界は良好であり、潮汐下

げ潮の末期、潮流は北流であったものと考えられる。 

 

 3.2.6 事故発生に関する解析 

  ２.１、3.1.1、3.2.3及び3.2.5から、次のとおりであった。 

   (1) Ａ船は、音戸灯台北北西方沖で錨泊中、停泊当直中の航海士ＡがＢ船の接

近を認め、発光信号を行ったものの、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

   (2) Ｂ船は、音戸灯台北北西方沖を本件警戒区域に戻ろうとして微速力前進で

北進中、操船中の甲板長Ｂが居眠りに陥ったことから、北進を続け、Ａ船と

衝突したものと考えられる。 



- 11 - 

   (3) 甲板長Ｂは、航海士Ｂと交代して操船を行っていたが、Ｂ船が音戸灯台か

ら３１３°１,２５０ｍ付近に位置し、本件警戒区域よりも西方に２００ｍ

程外れていたことから、北進後に右転して本件警戒区域内に戻るつもりで機

関を微速力前進として航行したものと考えられる。 

   (4) 甲板長Ｂは、海上が穏やかな状況で視界も良かったことにより緊張感が薄

れたこと、睡眠不足で眠気を催していたこと、また、背もたれ付きの椅子に

腰を掛けて操船に当たり、外気に当たったり、立って操船に当たったりする

などして居眠りを防止する動作をとらなかったことから、機関を微速力前進

とした後、居眠りに陥った可能性があると考えられる。 

 

 

４ 結 論 
 

４.１ 原因 

 本事故は、夜間、音戸灯台北北西方沖において、Ａ船が錨泊中、Ｂ船が北進中、操

船中の甲板長Ｂが居眠りに陥ったため、Ｂ船が北進を続け、両船が衝突したことによ

り発生したものと考えられる。 

 甲板長Ｂが居眠りに陥ったのは、海上が穏やかな状況で視界も良かったことにより

緊張感が薄れたこと、睡眠不足で眠気を催していたこと、また、背もたれ付きの椅子

に腰を掛けて操船に当たり、外気に当たったり、立って操船に当たったりするなどし

て居眠りを防止する動作をとらなかったことによる可能性があると考えられる。 

 

４.２ その他判明した安全に関する事項 

 甲板長Ｂは、体調不良であり、航海当直までの間に睡眠が十分にとれず、睡眠不足

を感じており、また、体調不良の状態で航海当直に就いたものと考えられるが、船長

等に報告していれば、航海当直の交代などができた可能性があると考えられる。 

 

 

５ 再発防止策 
 

 本事故は、操船中の甲板長Ｂが居眠りに陥ったため、両船が衝突したことにより発

生したものと考えられる。甲板長Ｂは、体調不良であり、航海当直までの間に睡眠が

十分にとれず、睡眠不足を感じており、また、体調不良の状態で航海当直に就いたも

のと考えられる。 

 乗組員は、業務に従事する前には十分な睡眠や休息をとって体調を整えておくこと



- 12 - 

が必要であり、体調不良の場合は、船長や一緒に当直に入っている乗組員に報告し、

他の乗組員と交替するなどして安全運航に努めることが必要であるものと考えられる。 

 

５.１ 事故後に講じられた事故防止策 

 5.1.1 Ｂ１社、Ｂ２社及びＢ３社により講じられた措置 

  Ｂ１社、Ｂ２社及びＢ３社は、本事故後、以下の対策を講じた。 

   (1) 操舵スタンド前に置かれていた椅子を撤去し、船橋当直を行う際は立って

行うこととした。 

   (2) 居眠り防止装置（第二種船橋航海当直警報装置）を設置することとし、平

成２３年７月１１日に同装置を設置した。 

   (3) 簡易型船舶自動識別装置（簡易ＡＩＳ）を設置することとし、平成２３年

１０月中旬ごろ設置した。 

   (4) 乗組員の健康指導及び相談を実施することとし、Ｂ２社の安全衛生管理組

織で指定された産業医が、平成２３年９月１５日に健康指導等を行った。 

   (5) 再発防止会議を開催し、訪船による安全指導の回数を増やした。 

   (6) 警戒員を１人増員し、警戒員は警戒業務専属として船橋当直業務を行わせ

ないこととした。 

   (7) 乗組員の意見を聞き、００時～０６時の当直時間を２１時～０３時にする

などの当直時間の変更を行った。 

 

 5.1.2 今後必要とされる事故等防止策 

  船橋当直に当たる者は、業務に従事する前には体調を整えておくことが必要であ

るが、万が一体調不良になった場合には、船長等への報告をためらうことなく早め

に行い、他の乗組員と交替することが必要であるものと考えられる。 
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付図１ 推定航行経路図 
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（平成２３年７月１日０２時５８分ごろ発生）

右転予定場所 
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写真１ Ａ船の損傷状況（左舷中央部） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ｂ船 
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写真３ 音戸大橋及び第２音戸大橋 
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